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第１ はじめに 

この「厚南学校給食共同調理場空調設備整備事業 公募型プロポーザル募集要項」（以下

「募集要項」という。）は、宇部市（以下「市」という。）が進める学校給食共同調理場の空

調設備整備事業における受託候補者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、

必要な事項を定めるものである。 

なお、この募集要項のほか、別添の「厚南学校給食共同調理場空調設備整備事業仕様書」

（以下「仕様書」という。）及び「厚南学校給食共同調理場空調設備整備事業様式集」（以下

「様式集」という。）を一体の資料とし、これらを総じて「募集要項等」と称する。 

 

第２ 事業の概要 

１ 事業名称 

厚南学校給食共同調理場空調設備整備事業（以下「本事業」という。） 

 

２ 目  的 

本事業は、児童生徒に安心安全で安定的な給食を提供するため、学校給食調理場の既

設空調設備を整備することで、学校給食衛生管理基準に基づく調理場内の適切な気温と

湿度を保つとともに給食調理従事者の労働環境の向上を図ることを目的とする。 

なお、通常の工事発注手続きによる整備では、事前調査や設計業務等に時間を要する

ことから、本事業では、民間事業者の創意工夫により、工期の短縮・コストの縮減・調理

場に適した機器の選定等を総合的、公正かつ公平に評価するため、公募型プロポーザル

方式（以下「公募型プロポーザル」という。）により受託候補者の募集を行うこととする。 

 

 ３ 対象施設 

   厚南学校給食共同調理場（所在地：宇部市大字東須恵字下岡の上 234番地） 

  

 ４ 事業期間 

   契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

 ５ 事業内容 

   仕様書のとおり 

 

 ６ 提案限度額 

    ５５，６１９，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

    ※提案価格は提案限度額を超えないこと。 

 

第３ 応募条件 

１ 応募者の構成等 

  応募する事業者（以下「応募事業者」という。）は、単独業者又は複数の業者で構成さ

れるグループとし、グループで応募する場合は、代表業者を決めて応募すること。 

また、単独業者による応募事業者は、他のグループの構成員にはなれないものとし、グ
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ループで応募する事業者は、単独応募又は他のグループの構成員にはなれないものとす

る。 

 

２ 応募者の資格要件 

  応募事業者（グループ構成員を含む。）は、以下の要件を全て満たすこと。 

ただし、グループで応募する事業者は、（１） (３）についてはグループ構成員全体で

要件を満たすことも可とする。 

（１）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する特定建設業（「管工事」又は「電

気工事」）の許可を受けた業者が入ることを必須とし、かつ、「管工事」又は「電気工

事」に係る監理技術者の資格を有する専任の技術者を１名配置すること。 

（２）宇部市財務規則（昭和４４年規則第４号）第１１１条又は第１２６条の規定に基づ

き、競争入札参加資格名簿に登録されたものであること。 

（３）本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること（過去

に調理場で同等規模の事業実績があるなど）。 

（４）宇部市物品の調達等及び業務委託係る指名停止措置要領に基づく指名停止を受けて

いないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、市にお

ける一般競争入札の参加資格を制限されていない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき、更正又は再生手続きをしていないこと。 

（７）参加申込書（様式第１号）（以下「参加申込書」という。）の提出時から優先交渉

権者選定の日までの間のいずれの日においても、市若しくは他の地方公共団体又は国

から競争入札に係る指名停止措置を受けている者でないこと。 

（８）国税及び市税の滞納がない者であること。 

（９）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団及び、同条第６号に規定する暴力団員及びその利益となる

活動を行う者でないこと。 

 

３ 応募資格の基準日 

応募資格の基準日は、参加申込書の提出日とする。ただし、応募資格確認後から受託

事業者の決定日までに、応募事業者の要件を欠く事態が生じたときは、失格とする。 

 

４ 応募に関する留意事項 

（１）応募事業者は、参加申込書の提出をもって募集要項等の記載内容を承諾したものと

みなす。 

（２）応募に関して必要な費用は、応募事業者の負担とする。 

（３）応募事業者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類の

作成者に帰属する。なお、選定に係る公表等を行う場合には、応募書類の内容の一部

を使用する場合がある。 

（４）提出された書類は、提出書類の受付期間内に限り訂正を可とするが、同期間終了後
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は変更できないものとし、また、その理由のいかんに関わらず返却しない。ただし、

市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求め、記載内容に関する聞取り調査を行

う場合がある。 

（５）市が提示する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止する。 

（６）応募に関して使用する言語は原則として日本語、単位は計量法（平成４年法律第５

１号）に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。 

 

第４ スケジュール及び応募手続等 

１ 募集から契約締結までのスケジュール 

  募集から契約締結までのスケジュールは、次のとおりとする。 

日程（予定） 内容 

令和８年６月 １日（月）  
募集開始（募集要項等を市ウエブサイトに

て公表） 

令和８年６月 １日（月）から 

令和８年６月 ８日（月）１７時まで 

募集要項等に関する質問を電子メールで

受付 

令和８年６月１０日（水）まで 
募集要項等に関する質問に対する回答を

市ウエブサイトにて随時公表 

令和８年６月１２日（金）１６時まで必着 参加申込書の提出期限（持参又は郵送） 

令和８年６月１６日（火）までに通知 応募資格審査結果を電子メールにて通知 

令和８年６月２６日（金）１６時まで必着 企画提案書の提出期限（持参又は郵送） 

令和８年７月 ８日（水）までに開催 
選定委員会（プレゼン）の実施 

※開催日時等の詳細は別途通知 

令和８年７月１４日（火）までに通知 
審査結果を郵送で通知するとともに、市ウ

エブサイトにて公表 

令和８年７月下旬 契約の締結 

 

２ 募集要項等に関する質問の受付及び回答 

  募集要項等に関する質問は、応募を検討する事業者が行うものとし、次のとおり受け

付ける。質問の受付は、令和８年６月８日（月）１７時までとし、質問に対する回答は、

同年６月１０日（水）までに市ウエブサイトにて公表する。 

（１）質問の受付 

質問書（様式第２号）に質問内容を簡潔にまとめて記入し、件名を「【プロポーザル

質問書】」として電子メールで「６ 問合せ・提出先」に記載のメールアドレス宛てに

送信すること。また、送信後は、必ず電話で受信の確認を行うこと。 

なお、電話及び口頭等での質問に対する個別対応は行わない。 

 （２）質問への回答 

受け付けた質問に対する回答については随時、質問した事業者名は記載せず、市ウ

エブサイトにて公表する。 
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３ 参加申込書の提出等 

  応募事業者は、参加申込書に以下の書類を添えて、令和８年６月１２日（金）１６時

【必着】までに「６ 問合せ・提出先」に記載の提出先に持参又は郵送すること。 

  なお、提出部数は１部、提出書類のサイズはＡ４縦向き（左綴じ）とすること。 

 （１）参加申込書及び添付書類 

   ① 参加申込書（様式第１号） 

    添付書類 

   ② 委任状（様式第３号） ※グループで応募する場合のみ 

   ③ 応募グループ構成書（様式第４号） ※グループで応募する場合のみ 

   ④ 事業の実施体制（様式第５号） 

   ⑤ 会社概要（様式第６号）  

※グループで応募する場合は構成員を含む。⑥⑦⑧も同じ。 

   ⑥ 履歴事項証明書（会社・法人）又は住民票（個人事業者） 

     （３か月以内に取得したもの）  

    ⑦ 宇部市が賦課する税の滞納がないことを証する証明 

（１か月以内に取得したもの） 

   ⑧ 国税の滞納がないことを証する証明（１か月以内に取得したもの） 

 （２）応募資格審査結果の通知 

    応募資格審査結果は、令和８年６月１６日（火）までに電子メールにて応募事業

者に通知する。参加資格を満たしていないと判断された者は、通知を受けた日の翌

日から３日以内に、その理由を書面（様式任意）により求めることができる。 

 （３）参加辞退 

    参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、参加辞退届（様

式第７号）を「６ 問合せ・提出先」に記載の提出先に持参又は郵送すること。この

場合、その他の市の事業において不利益を被ることはないものとする。 

 

４ 現地説明会 

  現地説明会は行わない。 

現地見学を希望する場合は、現地見学申込書（様式第８号）に必要事項を記入の上、件

名を「【現地見学申込書】」として令和８年６月５日（金）正午までに電子メールで「６ 

問合せ・提出先」に記載のメールアドレス宛てに送信し、送信後は、必ず電話で受信の確

認を行うこと。 

現地見学は、令和８年６月８日（月）～令和８年６月１２日（金）のいずれも１５時以

降の時間帯を予定しており、具体的な日時等については、申込者に別途通知する。 

 

５ 企画提案書の提出等 

  応募資格審査にて参加資格を有すると通知を受けた者は、企画提案書に以下の書類を

添えて、令和８年６月２６日（金）１６時【必着】までに「６ 問合せ・提出先」に記載

の提出先に持参又は郵送すること。 

  なお、提出部数は５部、提出書類のサイズはＡ４縦向き（左綴じ）とするが、図面等で
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Ａ４では確認が難しいものは、Ａ３（巻き３つ折り縦向き）とすること。 

 （１）企画提案書及び添付書類 

① 企画提案書（様式第９号） 

※添付書類（Ａ４サイズ換算で２０枚以内とすること。） 

② 提案概要書（様式任意）（評価項目を参考に、分かりやすく作成すること。） 

   ③ 類似業務における過去の受託実績（様式第１０号） 

   ④ 設置予定機器一覧（様式任意） 

   ⑤ 事業工程表（様式任意） 

   ⑥ 見積書（様式第１１号） 

     令和８年度事業に係る整備費用を積算して作成すること。 

   ⑦ 見積内訳書（様式任意） 

     機種や設置台数、室内機・室外機・配管等の見積内容が分かるようにすること。 

（２）選定委員会の実施 

   受託候補者を選定するため、「宇部市学校給食センター等空調設備整備事業プロポ

ーザル選定委員会」（以下「選定委員会」という。）を設置し、審査を実施する。 

   なお、応募事業者が１者のみであっても、審査を実施する。 

  ① 選定委員会の開催日時及び場所 

    企画提案書を提出した応募事業者に別途通知（令和８年７月８日までに開催） 

  ② 審査の内容 

    提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行い、その後ヒアリング

を行う。 

  ③ 審査方法及び審査基準等 

    審査は、以下の基準に基づいて行い、評価点（各審査員の評価の平均点）６０点

以上を得た者のうち、点数の最も高い者を受託候補者、次に点数の高い者を次点

候補者として選定し、得点が同点であった場合は、選定委員会において協議の上、

決定する。 

評価項目 配点 

１ 本事業の実施に関する項目 

①事業実施における体制、遂行能力、過去の業務実績 ３０点 

②事業実施における地域貢献（市内企業の積極的な活用） １０点 

２ 空調設備の整備に関する項目 

③スケジュール、設置機器及び施工計画の妥当性 ５０点 

④施工期間中の周辺地域等への環境・安全面への配慮 

作業実施時の調理場の衛生面への配慮等 
１０点 

計 １００点 

 

（３）選定結果の通知及び公表 

   選定結果は、令和８年７月１４日（火）までに全ての応募事業者に書面で通知する

とともに、市ウエブサイトにて公表する。受託候補者に選定されなかった者は、通知
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日の翌日から起算して７日以内に、その理由を書面（様式任意）により求めることが

できる。 

（４）契約の締結 

   市と受託候補者とで協議を行い、必要に応じて仕様書を見直した上で再度、見積

書を徴収し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２項に定める随意契約を締

結する。 

   なお、協議が不調に終わった場合は、次点候補者と契約交渉を行うものとする。 

（５）その他留意事項 

  ① 審査結果に対しては、異議申し立てはできない。 

  ② 本プロポーザルに係るすべての応募書類は返却しない。 

  ③ 企画提案書は、受託候補者の選定のために使用し、原則公開しない。ただし、宇

部市情報公開条例の規定による請求に基づき、公開する場合がある。 

  ④ 電子メールや応募書類等の不達及び遅配に起因して応募事業者に不利益が生じ

ても、本市はこの責任を負わない。 

    ⑤ 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

     ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

     イ 応募書類が提出期限までに提出されなかった場合 

     ウ 選定委員会に正当な理由がなく欠席又は遅刻した場合 

     エ 応募書類に虚偽の記載があった場合 

     オ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に違反する行為があった場合 

 

 ６ 問合せ・提出先 

〒７５５－８６０１  宇部市常盤町一丁目７番１号 

     宇部市教育委員会事務局 学校給食課（本庁舎棟４階） 

      担当：加藤、二宮 

＜電 話 番 号＞０８３６－３４－８５６１ 

＜メールアドレス＞kyuusyoku@city.ube.yamaguchi.jp 

 

 


